
 

板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱 

（平成１７年６月２９日区長決定） 

（平成２７年６月３０日一部改正） 

（令和３年４月１日一部改正）   

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、板橋区商店街連合会（以下「商店街連合会」という。）が行う板

橋区の商店街の活性化に資する事業に要する経費を補助することについて必要な事

項を定め、もって板橋区の商店街の発展及び地域経済の活性化を図ることを目的とす

る。 

 

（補助事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、商店街の活

性化を支援する事業で、次に掲げるものとする。 

（１）商店街のにぎわいを創出する事業 

（２）複数の商店街で広域的に行う地域貢献事業 

（３）商店街と地域が連携して地域の課題解決に向けて取り組む事業 

（４）経営基盤の強化及び経営革新を図るための事業 

（５）その他区長が必要かつ適当と認める事業 

２ 補助事業は、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに終了しな

ければならない。 

 

（補助対象経費） 

第３条 この要綱に基づく補助の対象となる経費は、前条の補助事業を実施するために

必要な事業費のほか、区長が必要かつ適当と認めるもの（以下「補助対象経費」とい

う。）について交付する。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費のうち、毎年度予算の範囲内において区長の定め

る額とする。 

２ 前項の規定により算出した金額に、１，０００円未満の端数があるときは、その端

数は切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 商店街連合会は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書（別記第



 

１号様式）を区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を精査し、必要に応じて現地調

査等を行い、適正と認めるものについては補助金の交付決定を行い、補助金交付決定

通知書（別記第２号様式）により、商店街連合会に通知するものとする。 

２ 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前項の

交付の決定について必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 商店街連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承

認申請書（別記第３号様式）を区長に提出し、承認を受けなければならない。 

（１）補助金交付申請書に記載された内容を著しく変更しようとするとき。 

（２）補助事業を中止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請のあったときはその内容を審査し、適当と認めたと

きは、これを承認し、変更等承認通知書（別記第４号様式）により、商店街連合会に

通知するものとする。 

３ 前項の場合において、区長は補助金の額を変更することができる。ただし、既に交

付決定した額を超える増額変更は認めないものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 商店街連合会は、補助事業が完了したとき又は当該補助事業年度終了後、速や

かに実績報告書（別記第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査

等を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、第４条により算出した補助金の額と補助金の交付決定額とを比較して

いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（別記第

６号様式）により、商店街連合会に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 
第１０条 商店街連合会は、前条に定める補助金の交付確定を受けたときは、補助金

請求書（別記第７号様式）により補助金を請求するものとする。 
 



 

（補助金の支払等） 
第１１条 区長は、前条の規定により提出された請求書に基づき、補助金を支払うもの

とする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため、区長は必要がある

と認める場合は、概算払をすることができる。 
２ 商店街連合会は、前項ただし書きの規定により補助金の概算払を受けようとすると

きは、補助金概算払請求書（別記第８号様式）を区長に提出しなければならない。 
３ 商店街連合会は、補助金の概算払を受けたときは、第９条の規定による補助金額確

定通知書受領後、補助金清算書（別記第９号様式）を区長に提出し、速やかに補助金

を清算しなければならない。 
 

（補助金の交付決定の取消等） 

第１２条 区長は、商店街連合会が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消す。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）その他補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令又は助成

金の交付決定に基づく命令に違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 区長は、第７条第２項の規定および前条の規定により、補助金の額を変更し、

又は補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に

関し、既に商店街連合会に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を

命じるものとする。 

２ 区長は、第９条の規定により商店街連合会に交付すべき補助金の額を確定した場合

において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、その返還を命じるも

のとする。 

 

（補助金の経理等） 

第１４条 商店街連合会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証

拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終

了後５年間保存するものとする。 

 

（検査） 

第１５条 商店街連合会は、区長が指定した区職員が補助事業の管理運営及び経理等の

状況について検査をする場合又は補助事業の実施状況について報告を求められた場



 

合には、これに応じなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則（昭和４２年

３月３１日東京都板橋区規則第３号）に定めるところによるほか、補助金の交付に関

し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成１７年６月２９日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年６月３０日から施行し、同年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

 

   年度板橋区商店街活性化支援事業補助金交付申請書 

 

 

板橋区商店街活性化支援事業補助金の交付を受けたいので、板橋区商店街活性化支援事

業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額     金          円 

 

２ 事業の内容及び経費 

 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

                               （ 文 書 番 号 ）  

  年  月  日 

 

          様 

 

板 橋 区 長 

 

 

   年度板橋区商店街活性化支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

 年 月 日付で申請のあった標記事業の補助金について、板橋区商店街活性化支援事

業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり交付する。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額       金        円 

 

２ 補助金交付の条件 

板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱の規定による。 

 

３ 事業の内容及び経費 

 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

 

   年  月  日 

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

   年度板橋区商店街活性化支援事業変更等承認申請書 

 

 年 月 日付（文書番号）で、交付決定の通知を受けた標記補助事業について、板橋

区商店街活性化支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり変更

又は中止したいので申請します。 

 

記 

 

１ 変更又は中止事項 

 

２ 変更又は中止理由 

 

３ 変更内容 

 



 

第４号様式（第７条関係） 

（ 文 書 番 号 ） 

   年  月  日 

 様 

 

板 橋 区 長      

 

  年度板橋区商店街活性化支援事業変更等承認通知書 

 

 年 月 日付で申請のあった標記補助事業について、板橋区商店街活性化支援事業補

助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、（変更・中止）を承認する。 

 

 

記 

 

 

１ 変更又は中止事項  

 

 

 

２ 変更又は中止理由 

 

 

 

３ 変更内容 

   別紙、  年度板橋区商店街活性化支援事業実施計画（変更前・変更後）のとおり 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

 

  年度板橋区商店街活性化支援事業実績報告書 

 

 

 年 月 日付（文書番号）で、交付決定の通知を受けた標記補助事業の実績について、

板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、関係書類を添えて、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業実績報告書 

  別紙、  年度板橋区商店街活性化支援事業実績報告書のとおり 

 

２ 添付書類 

   事業実績の事実が確認できる書類（写し等） 

 



 

第６号様式（第９条関係） 

（ 文 書 番 号 ） 

   年  月  日  

 

様 

 

                       板 橋 区 長 

 

 

  年度板橋区商店街活性化支援事業補助金確定通知書 

 

 

 年 月 日付（文書番号）で、交付決定した標記事業の補助金は、 年 月 日付で

提出された実績報告を審査した結果、補助事業の成果が当該補助金の交付の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認められるので、板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱

第９条の規定に基づき、下記のとおり額を確定する。 

 

 

記 

 

 

１ 確 定 額    金            円 

 

 

２ 既交付済額    金            円 

 

 

３ 返 還 額    金            円 

 

 

４ 返 還 期 限          年   月   日 

 



 

第７号様式（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

 

  年度板橋区商店街活性化支援事業補助金請求書 

 

 

 年 月 日付（文書番号）で、交付確定の通知を受けた標記事業の補助金について、

板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱第１０条に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

  請 求 額      金        円 

 



 

第８号様式（第１１条関係）※概算払の場合 

 

  年  月  日 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

 

   年度板橋区商店街活性化支援事業補助金概算払請求書 

 

  年 月 日付（ 文 書 番 号 ）をもって交付決定の通知のあった標記事業の補助

金について、板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱第１１条第２項に基づき、下記

のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 概算払請求理由 

 

 

２ 交付決定額       金           円 

 

 

３ 概算払請求額       金           円 

 

 

４ 残 額       金           円 



 

第９号様式（第１１条関係）※概算払の場合 

 

  年  月  日 

 （ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

 

住   所   

団 体 名   

代表者氏名   

 

 

   年度商板橋区商店街活性化支援事業補助金清算書 

 

  年 月 日付（ 文 書 番 号 ）をもって確定通知のあった標記事業の補助金につ

いて、板橋区商店街活性化支援事業補助金交付要綱第１１条第３項に基づき、下記のとお

り清算します。 

 

 

記 

 

 

１ 交 付 決 定 額      金           円 

 

 

２ 確 定 額      金           円 

 

 

３ 概算払受領済額       金           円 

 

 

４ 清 算 額       金           円 

 

 

５ 残 額      金           円 


